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議事次第  

平成21年5月14日（木）  

18：00～20：00  

厚生労働省共用第8会議室  
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看護教員養成講習会実施要領について（抜粋）  

看護基礎教育に関する大学に係る規定   



今後の看護教員のあり方に関する  

開催要綱  

1．趣旨   

「看護の質の向上と確保に関する検討会」において、看護教員の質の向上と確  

保が重要であり、看護教員の専門性を高めるための教員の継続教育や、看護教員  

が臨床現場で実践能力を保持・向上するための機会の確保、高度実践能力を持つ  

看護職員の活用など、養成機関の創意工夫が重要であることが示された。   

そこで本検討会においては、看護教員の資質の維持・向上に向けた現状と課題  

を把握し教員の継続教育の足進や看護実践能力の呆持・向上に関する方策につ   

いて検討する。  

2．検討課題  

1）看護教員の養成のあり方について  

2）看護教員の継続教育について  

3．メンバー  

別紙  

4．運営   

厚生矧動省医政局長の検討会とする。   

本会議の庶務は、厚生労働省医政局看護課で行う。   

議事は公開とする。   



会」 メンバー  「今後の看護教員のあり方に閲す  

成田赤十字病院看護部長  

聖路加看護大学学長  

東京医療センター付属東が丘看護助産学校副学校長  

学校法人後藤学園理事長  

東京都立荏原看護専門学校校長  

全国看護高等学校長協会理事長  

日本女子大学人間社会学部教育学科教授  

富山大学大学院医学薬学研究部看護学科学科長  

愛媛県立医療技術大学保健科学部教授  

日本医師会常任理事  

福岡県立大学看護学部教授  

山梨県立大学看護学吾酢受  

石渡 祥子  

井部 俊子  

岩本 郁子  

後藤 修司  

暫藤 茂子  

佐藤 仁作  

さ草本 和子  

永山 くに子  

野本 百合子  

羽生田 俊  

安酸 史子  

林正 健二  
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看護教育の概要   



看護教育制度図（概念図）  
保健師・助産師国家試験受験資格  

二■■  
保健師養成所 27校1′245人／助産師養成所 37校 825人  

看護師国家試験受験資格  

養成期間2年の  

養成所・短大等  

249校   

13，さ69人   
（1学年定員）   

平成20年4月現在  
厚生労働省医政局看護課調べ   



看護師等学校養成所施設数の推移  

一＊一保健師  

牽助産師  

看護師3年課程  

看護師2年課程  

一＋一看護師5年一貫教育  

准看講師  

が㍍汽鵜統鵡統統領彗㌔   
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平成20年4月現在  
厚生労働省医政局看護課調べ  



学校養成所数内訳（看護師）  

■
 
 □5年一貫  

園短大（2年課程）  

国章成所（2年課程）  

皿高校専攻科（2年課程）  

口養成所（3年課程）  

田短大（3課程）  

■大学  
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平成20年4月現在  
厚生労働省医政局看護課調べ   



看護師課程入学者数の推移  
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□短大■高校専攻科  

（2年課程）  

口養成所（3年課程）  
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臼短大（3年課程）  

■大学  

式鵡鴎鵡轟＄髄類㍍  
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平成20年4月現在  
厚生労働省医政局看護課調べ   



看護基礎教育における課程別学校数・専任教員数・1学年定員数  
（平成19年4月現在）  

学校数   専任教員数   1学年定点数   

看護師養成所  

（3年課程）  
497   4，909   22，447  

厚  看護師養成所  

生  （2年課程） 
240   1，863   12，724  

労  

勃 大  保健師養成所  25   
臣  

209   1，020  

持  （再掲）  

定  
Jゝ   

カリキュラム  
12   156   600  

助産師養成所  33   119   750   

厚生労働省医政局看護課調べ   
＊学校数には募集中止校を含む  

（平成20年5月現在）  

学校数   専任教員数   1学年定員数   

文  

大学   167   5，043   13，108  

部  

科  短期大学   

学  

27   457   2，200  

大  

臣  専門学校   

指  

12   185   1，030  

定  

5年一千枚※   69   736   3，510   

文 ※ 

攻科、別科、通信教育課程のデー掴まない認諾所有者の数であり常勤の講師蘭助手は含まれない。5 ：葺圧蒙皇薮佳徴集配雪ヱ親鯨一誌講話亨結㌫い教員数が含まれている場合がある   



養成所数・看護教員養成講習会開催及び受講者数（都道府県別）  

一   

■ 

▼▼【〃．．、“ 

注1）H20及びH21は定員数である。  
医政局看護課調べ H21．4月  



看護基礎教育環境に関する規定  

●
 
●
 
●
 
●
 
 

●
 
●
 
●
 
●
 
 

12人以上  

（収容定員が200～400人の場  

合）  

さ人以上  

（1学年当たり学生40人以下の  

場合）  

教員数  
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▼
 
●
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 4年間  

（含．保健師課程・助産師課程）  
3年間  

（看護師課程のみ）  
教育年限  
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●
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沸教授、准教授、専任講師、  
助教、助手  

教務主任、専任教員  教員の職位  
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5年以上業務に従事し、専任  
教員として必要な研修を修了  

3年以上業務に従事し、大  

学で教育に関する科目を履  

修して卒業  

教授－・博士の学位  

准教授‥修士の学位  

研究業績 等  
教員の資格要件  

●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
●
 
 

●
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●
 
●
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教室・実習室・図書館・  

体育館・運動場一研究圭 等  教室・実習室・図書室 等  

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  

【参考資料】大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）  7  

看護師等養成所の運営に関する指導要領について（平成13年健政発5号）   

■  ●  ●  ●  ●  



看護系大学院数及び入学定員の推移  
園修士課程 園博士課程  （名）  

2，000  

1，800  

1，600  

1，400  

1，200  

1，000   

3 4 5 6 7 8 9101112131415161718  
19（鵜）  （注）平成16～ の修士課程には、専門職大学院1大学院（入学定員40名）を含む。  

平成20年4月現在   
厚生労働省医政局看護課調べ  



3年課程看護師養成所 専任教員の最終学歴  

2000年  
2008年  

大学院（博士）  

■大学院（修士）   

大学  

■短期大学  

専修学校・各種学校   

教員総数3，829人  教員総数4′252人   



2年課程看護師養成所  専任教員の最終学歴  

2000年  200さ年  

大学院（博士）   

■大学院（修士）  

大学   

■短期大学   

専修学校・各種学校   

教員総数1039人  教員総数1，383人  
10   



看護教員に関わる近年の検討経緯  

検討会  

平成19年  ○看護基礎教育の充実に関する検討会報告書坪成19年4月16日）  

◇学生の看護実践能力向上のため、指定規則等の改正にあわせて専任教員の資責向上について検討し、以下を実施する◇  

＊専任教員について  

・専任教員の要件：保健師・助産師養成所についても専任教員の要件を「保健師（助産師）として3年以上業務に従事した看で、大学lこおいて  

教育に関する科目を履修して卒業したもの」を追加  

■看護師学校養成所の専任教員の人数：現行の「当分の間」、3年課程の専任教員数8人を6人に、2年課程の専任教員数7人を5人とする経過  

措置については、2年間をもって「当分の闇」を削除  

・学生定員数に合わせた専任教員の増員：保健師・助産師養成所については「保健師（助産師）養成所にあっては、学生定員が40人を超える  

場合には、学生が20人を増すごとに1人増員する」を追加  

■専任教員の自己研錆：「専任教員は専門領域における教授方法の研修や、看護実践現場での研修を受け、自己研鐘に努めること」を追加  

・養成所の「実習指導教員」の配置：「実習施設で学生の指導に当たる教員（実習指導教員）を配置することが望ましいこと。」「特に実習施設  

が多数に及ぶ場合は確保することが望ましいこと。」を追加  

平成20年  

」コr  

○看護基礎教育のあり方に関する懇談会論点整理（平成20年7月31日）  

◇看護基礎教育の充実を図るためには教員の資質向上をはじめ、そうした教育を提供するのに相応しい体制や環境を整備していく必要性と以下   

の課題が指摘◇  

＊教員の資質の向上、教員数の確保について  

一生徒及び学生への十分な技術指導を行うための教員数の確保（適正な教員配置、教員養成課程のあり方の検討を含む）  

・教員の実践指導力の維持・向上（最新の知識・技術の獲得等の教員の継続的な能力開発の機会の確保等）  

・教員の教育力の高度化のため大学院等を含めた教員養成システムの整備・開発  

・さらなる技術発展・学問的発展のための環境整備  

」＝」  

平成21年   ○看護の質の向上と確保に関する検討会中間とりまとめ（平成21年3月17日）  
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看護基礎教育のあり方に関する懇談会論 点整理（H20．7．31）  
Ⅰ．医療・看護を取り巻く状況の変化  

●医療■看護における変化  

・医療の高度化、国民の医療への意識の高まり  

・看護職員の役割、価値の増大   
・チーム医療、役割分担の推進  

●少子高齢化等の環境の変化  
・高齢化に伴う医療の進展  

・医療提供の場の多様化、在宅医療の推進  
1少子化等による看護学生の量と質の確保が困難  

専門職としての資質・能力（技術的側面）  

Ⅱ一看護職員に求められる資質・能力  ○基本となる資質・能力  

・根拠に基づき判断し臨機応変に看護を提供できる能力   

ー予防的な視点と全人的ケアの視点、経営管理能力 等  
○急性期医療等を担うために必要な資質一能力  

・最新の医療技術・手技を習得する姿勢・能力  

・高度なフィジカルアセスメント能力、緊急時の対処能力 等  
○生活を重視した看護提供に必要な資質・能力  

・在宅医療を受ける人に対して的確に対応する能力   

ー他職種との連携、協働、家族調整力等  

●看護の特徴  

・経験知として培われた技術を基に、臨機応変に対応すること   
・患者と並座して医療を提供  

●一般的・普遍的な資質一能力（知的・倫理的側面）  

・豊かな人間性や包容力、人としての成熟  
・倫理観、洒毒された生命観、継続的な自己研蹟への意欲  

○看護の発展に必要な資質・能力  

・実践知と理論知を結びつけ活用、普及していく能力 等  
Ⅱ．看護基礎教育の充実の方向性  

「いかなる状況に対しても、知識、思考、行動というステップを踏み最善な看護を提供できる  
人材として成長していく基盤となるような教育」を提供していくことが必要不可欠。  

●具体的な方策等  

イ．将来的には、看護基礎教育の期間の延長を図り、大学での基礎教育に移行する必要。  
ロ．将来的には、大学教育を主体とした方向で看護基礎教育の充実を図る必要。その際には、   ●改善に関する共通した課題  

・教員の資質と数の確保  

・教育環境の整備  

・教育方法の整備  

・卒後の新人看護職員研修の必要   

養成数、看護職員確保への影響、養成所運営側の観点も踏まえた対応とすべき。また、   
カリキュラムを精査し、状況変化に対応できる能力を身につける教育への転換が相応しい。  

ハ．大学教育における養成の必要性は認識しつつ、現行の多様な養成課程を評価し、  

教育の充実に向けて必要な改善を図る必要。  





看護師学校養成所における看護教員に関する規定  

保健師助産師看護師  看護師等養成所の運営に関する手引きについて   

学校養成所指定規則   

第四条   第四教員に関する事項   第四教員に関する事項   

四 別表三に掲げる各  1専任教員及び教務主任   1専任教員及び教務主任   

教育内容を教授する  （3）看護師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する看であること。ただ  （1）指導要領第四－1－（1）、（2）、（3）及び（4）の教育に関   

のに適当な教員を有  し、保健師、助産師又は看護師として指定規則別表三の専門分野の教育内容（以下「専門領  する科目とは、教育の本質・目標、心身の発達と学習の   

し、かつ、そのうち八  域」という。）のうちの一つの業務に三年以上従事した看で、大学において教育に関する科目を履  過程、教育の方法・技術及び教科教育法に関する科目   

人以上は看護師の  修して卒業したものは、これl功、かわらず専任教員となることができること。   のうちから、合計四単位以上をいうこと。   

資格を有する専任教  ア保健師、助産師又は看護師として五年以上業浄こ従事した者   （2）専任教員の採用に当たっては、保健師、助産師又は看   

員とし、その専任教  イ専任教員として必要な研修＊1を修了した者又は看護師の教育に閲し、これと同等以上の学  護師の業務から五年以上離れている者は好ましくないこ   

員のうち一人は教務   識経験を有すると認められる者   と。   

に関する主任者であ  ＊1とは、（ア）から（ウ）までのいずれかの研修のことをさす   （3）指導要領第四－1－（9）前段の趣旨は、講義（二年課   

ること。   （ア）厚生労働省看護研修研究センターの看護教員養成課程   程（通信制）において行う印刷教材を送付又は指定し、  

（イ）厚生労働省が認定した看護教員養成講習会（旧厚生省が委託実施したものを含む。）   主としてこれにより学修させる授業及び主として放送その  

（ウ）国立保健医療科学院の専攻課程（平成一四年度及び平成一五年度 旧国立公衆衛  他これに準ずるものの視聴により学修させる授業を除く。  

生院の専攻課程看護コースを含む。）及び専門課程地域保健福祉分野（平成一六年  以下同じ。）一時間を担当するには準備等に二時間程  

度）   度を要することから、一人の専任教員が担当できる一遇  

（5）教員は、－の養成所の－の課程に限り専任教員となることができること。   間当たりの講義時間数の標準を一五時間としたものであ  

（6）専任教員は、看護師養成所にあっては専門領域ことに、准看講師養成所にあっては専門科目  ること。また、実習を担当する場合にあっては、実習三時  

ごとに配置し、学生の指導に支障を来さないようにすること。   閤に対し一時間程度の準備等を要すると考えられるの  

（7）専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所では三人以上、看護師養成所では、三年課  で、講義及び実習の担当時間を計画する際の目安とさ  

程（定時制を含む）にあっては八人以上、二年課程（定時制及び通信制を含む）にあっては七人  れたいこと。  

以上、准看護師養成所にあっては五人以上（当分の間、三人以上）確保すること。ただし、平成  （4）学生の生活相談、カウンセリング等を行う者が定められ  

二三年三月三一日までの間は、三年課程（定時制を含む）にあっては六人以上、二年課程（定  ていることが望ましいこと。  

時制及び通信制を含む）にあっては五人以上とすることができる。   2実習指導致員  

（8）専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所にあっては、学生定員が二○人を超える場合  （1）実習指導教員は、保健師養成所にあっては保健師、  

には、学生が二○人を増すことに一人増員することが望ましいこと。看護師養成所三年課程（定  助産師養成所にあっては助産師、看護貞構成所にあって  

時制を含む）及び二年課程（定時制）にあっては、学生総定員が一二○人を超える場合には、   は保健師、助産師または看護師、准看護師養成所にあ  

学生が三○人を増すごとに一人増員すること。また、看護師養成所二年課程及び准看護師養  っては保健師、助産師、看護師または准看護師とするこ  

成所にあっては、学生総定員が八○人を超える場合には、学生が三○人を増すことに一人、看  と。   

椚。，．．．．，「・－て∵「 腑・r－ 甘   



護師養成所二年課程（通信制）にあっては学生総定員が五00人を超える場合には、学生が   

－00人を増すごとに一人増員することが望ましいこと。  

（9）専任教員の担当する授業時間数は、過重にならないよう一人一週間当たり－五時間を標準と   

すること。（二年課程（通信制）を除く。）   

また、二年課程（通信制）の専任教員についても、その業務が過重にならないよう十分配慮す   

ること。  

（10）教務主任となることのできる者は、（1）から（4）までのいずれかに該当する看であって、次のい   

ずれかに該当するものであること。  

ア専任教員の経験を三年以上有する者  

イ 厚生労働省看護研修研究センターの幹部看護教員養成課程修了者  

ウ ア又はイと同等以上の学識経験を有すると認められる者  

（11）専任教員は、－の養成所の－の課程に限り教務主任となることができること。  

（12）専任教員は、専門領域における教授方法の研修や、看護実践現場での研修を受けるなどに   

より、自己研鍔に努めること。  

2養成所の長及びそれを補佐する者  

（1）養成所の長が兼任である場合又は二以上の課程を併設する場合には、長を補佐する専任の  

職員を配置することが望ましいこと。  

（2）養成所の長を補佐する専任の職員を置〈場合は、長又は長を補佐する専任の職員のいずれか  

は看護職員とすること。  

3 実習調整者  

（1）臨地実習全体の計画の作成、実習施設との調整等を行う者（以下「実習調整者」という。）が  

定められていること。  

（2）実習調整者となることのできる者は、1－（1）から（4）までのいずれかに該当する看であること。  

4実習指導教員  

実習施設で学生の指導に当たる看護職員を実習指導教員として確保することが望ましいこと。  

5 その他の教員  

（1）各科目を教授する教員は、当該科目について相当の学識経験を有する看であること。  

（2）二年課程（通信制）については、授業で課されるレポート等の添削指導を行う添削指導員を－   

0人以上確保すること。この添削指導員は当該科目に閲し相当の学識経験を有する着である   

こと。また、添削指導員は常勤である必要はないものとする。なお、学生総定員が五00名を   

超える場合には、学生－00人を目途に添削指導員を二名増員することが望ましいこと。  

（2）臨地実習において、同一期間で実習施設が多数に及   

ぶ場合は実習施設を踏まえ適当数確保することが望まし   

いこと。  

3 その他の教員  

（1）看護師養成所における基礎分野の授業は、大学にお   

いて当該分野を担当している教員によって行われることが   

望ましいこと。  

（2）各科目を担当する教員は、経歴、専門分野等を十分  

に考慮して選任すること。   



保健師助産師看護師学校養成所指定規則（抜粋）  

別表一（保健師学校養成所）  

教育内容   単位数   備考   

地域看護学  12（10）  

地域看護学概論  

個人・家族・集団の生活支援  

地域看護活動展開論  

地域看護管理論  

｝：0（8   

疫学  

保健統計学   2   

保健福祉行政論   3（2）   

臨地実習   4   

地域看護学実習   保健所・市町村での実習を含む。                4   

個人・家族・集団の生活支援実習  2  

地域看護活動展開論実習  
地域看護管理論実習  

合計   

｝  2   

23（20）   

※別表－の（）は下記の備考二を参照   

別表二（助産師学校養成所）  

教育内容   単位数  備考   

基礎助産学   6（5）  実習中の分べ  

助産診断・技術学   6   
師又は医師の  

地域母子保健   
十回程度行わ  

助産管理   
原則として、取  
分べん・頭位  

臨地実習   9   第三期終了よ  L   

助産学実習   9   

合計   23（22）   

※別表二の（）は下記の      考二を参照   
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別紙1看護教員養成講習会教育内容  

区分   教育内容   授業内容   時間数   備考   

基礎分野   論理学   

看護基礎教育の基盤  計60  

情報科学等   

教育分野   教育原理   教育方法、教育評価   
教育に関する分野  

教育の基盤  
教育方法  

計90  
は、看護に関する科   

（教育の原理を系統的に学ぶ。）  教育心理学  目に含めることもでき  

教育評価  
看護論   

る。   
専門分野   30  

看護に関する分野  
看護論  

看護論演習   30  

（看護学の教授、学習活動に関する理論を  看護教育論  
学ぶ。）  看護教育学  15  

看護教育制度  15   
看護教育課程  

看護教育課程  
60  

看護教育課程演習  45  

看護教育方法  90  
看護教育方法  看護教育方法演習  

看護教育実習  
90  
90   

看護教育演習   在宅看護論演習  30  

専門領域別演習  90  
看護教育評価研究  看護教育評価   30  

研究の基礎及び事  
研究   研究方法   60   例研究、調査方法を  

含む。  
看護学校経営   看護学校管理   15  

小計  690  
看護教員養成に必  

その他  60   要と思われる教育内  

容とする。   
合計  900  

立＿■   
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看護基礎教育に関する大学に係る規定   

【大学】  

○学校教育法（昭和22年法律第26号）（抄）  

第87条 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間におい   

て授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。  

2（略）   

第92条 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上   

の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。  

2 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。  

3 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。  

4 副学長は、学長の職務を助ける。  

5 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。  

6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であ   

って、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。  

7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつ   

て、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。  

8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授   

し、その研究を指導し、又は研究に従事する。  

9 助手は、その所屈する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。  
10 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。   

○大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）（抄）  

（専任教員数）  

第13条 大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める教   

授、准教授、講師又は助教の数と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める教授、准教授、講師又は   

助教の数を合計した数以上とする。   

（教授の質格）  

第14条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当  

一 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上の業績を有する者   

二 研究上の業紙が前号の者に準ずると認められる者  

三 学位規則（昭和28年文部省令第9号）第5条の2に規定する専門職学位（外国において授与されたこれに相  

当する学位を含む。）を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業紡を有する者  

四 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含  

む。）のある者  

五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者  

六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者   

（准教授の資格）  

第15条准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふ   

さわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。   
一 前条各号のいずれかに該当する者   

二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに相当する職員としての経歴  

を含む。）のある者   

三修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学  

位を含む。）を有する者   

四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者   

五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者   



（講師の資格）  

第16条講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。   

一 第14条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者   

二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認  

められる者   

（助教の資格）  

第16条の2助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するに   

ふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。   

一 第14条各号又は第25条各号のいずれかに該当する者   

二修士の学位（医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な  

能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位）又  

は学位規則第5条の2に規定する専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）を  

有する者   

三 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者   

（校舎等施設）  

第36条大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えた校舎を有するものとする。   

ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りでない。   

一 学長室、会議室、事務室   

二 研究室、教室（講義室、演習室、実験・実習室等とする。）   

三 図書館、医務室、学生自習室、学生控室  

2 研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。  

3 教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。  

4校舎には、第1項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。  

5 大学は、校舎のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設及び講堂並び   

に寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。  

6 夜間において授業を行う学部（以下「夜間学部」という。）を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあって   

は、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。   

別表第一 学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数（第13条関係）（看護学関係部分）  

イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの  

学部の種類   一学科で組織する場合の専任教員数   二以上の学科で組織する場合の一学  

科の収容定員並びに専任教員数  

収容定員   専任教員数  収容定員   専任教員数   

保健衛生学関係（看  200－400   12  

護学関係）  

備考  

一～十一（略）   

別表第二 大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数（第13条関係）  

大学全体の収容定員   400人   800人   

専任教員数   7   12   

備考   

ー～四（略）   




